
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 添付書類の省略                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ｑ：国税では、添付書類の省略を推進して

いるそうですが、どのようなものが省略にな

るのですか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：６月30日のお知らせによると、次のよ

うになっています。 

【解説】  

【住民票の添付省略】 

・令和２年１月１日以後に贈与により取得す

る財産に係る相続時精算課税選択届出書 

・令和３年１月１日以後に申請する以下の手

続 

酒類の製造免許の申請など 

【登記事項証明書の添付省略】 

・申請者が申請書への記載等により以下の必

要事項を税務署等に提供する場合は、令和３

年７月１日より、登記事項証明書の添付を省

略することが可能となります。 

(1)不動産登記事項証明書の添付の省略 

イ.土地の場合（次のいずれか） 

(ｲ) 土地の所在する市区町村、字及び当該土

地の地番 

(ﾛ) 不動産番号 

ロ.建物の場合（次のいずれか） 

(ｲ) 建物の所在する市区町村、字、土地の地番

及び当該建物の家屋番号 

(ﾛ) 不動産番号 

(2)商業・法人登記事項証明書の添付の省略 

イ.法人の商号又は名称（漢字商号/名称）及び

本店又は主たる事務所の所在地 

ロ.会社法人等番号 

ハ.法人番号   
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